
  
 

新型コロナウィルス感染症に関わる今後の対応について 
 
 

新型コロナウィルス感染症について、政府は 5 月 8 日 (月) 
感染症法上の第５類への移行を発表しております。 
当倶楽部としては、政府が第５類移行後に推奨する感染 
対策に準じる事とし以下の対応と致します。 
 
 

1. 体温測定器、アクリル飛沫防止ボード等は全て撤去致します 

2. 消毒液は引き続き設置致します 

3. 従業員のマスク着用は任意と致しております 

4. コロナウィルス陽性反応時の対応は政府推奨通りの運用と致します 

 


